
含
む
。）で
、
卒
業
又
は
合
格
後
当
該
試
験
の
筆

記
試
験
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
末
日
ま
で

に
、
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
職
務
に
従
事
し
た
期
間
を
通
算
し
た
期
間
が

十
年
以
上
に
達
す
る
も
の

含
む
。）で
、
卒
業
又
は
合
格
後
当
該
試
験
の
実

施
期
日
ま
で
に
、
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
掲
げ
る
職
務
に
従
事
し
た
期
間
を
通
算

し
た
期
間
が
十
年
以
上
に
達
す
る
も
の

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
五
条

外
国
の
教
育
機
関
を
卒
業
し
、
又
は
修
了

し
た
者
は
、
当
該
教
育
機
関
の
修
業
年
限
及
び
課

程
に
応
じ
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
こ
れ
に
相
当
す

る
と
認
定
し
た
日
本
国
の
教
育
機
関
を
卒
業
し
、

又
は
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

第
五
条

外
国
の
教
育
機
関
を
卒
業
し
、
又
は
修
了

し
た
者
は
、
当
該
教
育
機
関
の
修
業
年
限
及
び
課

程
に
応
じ
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
こ
れ
に
相
当
す

る
と
認
定
し
た
日
本
国
の
教
育
機
関
を
卒
業
し
、

又
は
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
認
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
定
申
請
書
に
、
第

一
項
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
当
該
外
国
の
教

育
機
関
を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
類
、
前
項
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
当
該

外
国
の
行
政
機
関
、
教
育
機
関
又
は
団
体
に
お
い

て
農
業
又
は
家
政
に
関
す
る
技
術
に
つ
い
て
の
試

験
研
究
、
教
育
又
は
普
及
指
導
に
従
事
し
た
期
間

に
つ
い
て
の
当
該
外
国
の
行
政
機
関
、
教
育
機
関

又
は
団
体
の
発
行
す
る
証
明
書
を
添
え
、
こ
れ
を

農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
認
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
定
申
請
書
（
別
記

様
式
第
一
号
）に
、第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ

て
は
当
該
外
国
の
教
育
機
関
を
卒
業
し
、
又
は
修

了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
、
前
項
に
規
定
す
る

者
に
あ
っ
て
は
当
該
外
国
の
行
政
機
関
、
教
育
機

関
又
は
団
体
に
お
い
て
農
業
又
は
家
政
に
関
す
る

技
術
に
つ
い
て
の
試
験
研
究
、
教
育
又
は
普
及
指

導
に
従
事
し
た
期
間
に
つ
い
て
の
当
該
外
国
の
行

政
機
関
、
教
育
機
関
又
は
団
体
の
発
行
す
る
証
明

書
を
添
え
、
こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
試
験
実
施
の
公
表
）

（
試
験
実
施
の
公
告
）

第
六
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
試
験
を
行
お
う
と
す

る
と
き
は
、
試
験
の
実
施
期
日
、
場
所
、
受
験
願

書
の
受
付
期
間
そ
の
他
試
験
の
実
施
上
重
要
な
事

項
を
、
あ
ら
か
じ
め
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
試
験
を
行
お
う
と
す

る
と
き
は
、
試
験
の
実
施
期
日
、
場
所
、
受
験
願

書
の
受
付
期
間
そ
の
他
試
験
の
実
施
上
重
要
な
事

項
を
、
試
験
期
日
の
六
十
日
前
ま
で
に
公
告
す
る

も
の
と
す
る
。

（
受
験
願
書
等
）

（
受
験
願
書
等
）

第
七
条

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願

書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
こ
れ
を
農
林
水

産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願

書
（
別
記
様
式
第
二
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
、
こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
学
歴
又
は

資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

一

第
四
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
学
歴
又
は

資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
職
務
に
従
事
し
た
期
間
に
つ
い
て
の
業
績

報
告
書

二

第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
職
務
に
従
事
し
た
期
間
に
つ
い
て
の
業
績

報
告
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）

三

第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

で
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
普
及
指
導

に
従
事
し
た
期
間
に
つ
い
て
の
普
及
指
導
従
事

内
容
報
告
書

三

第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

で
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
普
及
指
導

に
従
事
し
た
期
間
に
つ
い
て
の
普
及
指
導
従
事

内
容
報
告
書
（
別
記
様
式
第
四
号
）

（
削
る
。）

四

第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
四

項
に
規
定
す
る
認
定
書

２

（
略
）

２

（
略
）

（
合
格
者
の
公
表
及
び
合
格
証
書
）

（
合
格
者
の
公
表
及
び
合
格
証
書
）

第
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
試
験
の
実
施
後
一
月

以
内
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
公
表
す
る
と
と
も

に
、
合
格
者
に
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

第
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
試
験
の
実
施
後
一
月

以
内
に
合
格
者
の
氏
名
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、

合
格
者
に
合
格
証
書
（
別
記
様
式
第
五
号
）
を
交

付
す
る
。

２

合
格
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
者
は
、

再
交
付
申
請
書
を
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

合
格
証
書
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
者
は
、

再
交
付
申
請
書
（
別
記
様
式
第
六
号
）
を
提
出
し

て
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報
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